
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度
（目標年度）

（全国43.2%）
45.9%

（全国44.7%）
46.8%

（全国46.2%）
47.6%

（全国47.6%）
49.6%

― ― ― 70%以上

＜実績＞
平成25年度は、特定健康診査の対象者約305万9千人に対し受診者は約151万8千人で、実施
率は49.6%となりました。目標とは開きがありますが、毎年着実に増加しています。
＜主な施策の実施状況＞
特定健康診査・特定保健指導の実施率向上に向けた取組として、医療保険者団体と連携して
啓発イベントを行い、鉄道会社、商業施設等へのポスター掲示やＷｅｂによる情報発信の協力
依頼等を実施しました。
引き続き、医療保険者と協力して普及啓発に努めていきます。

（全国13.1%）
11.4%

（全国15.0%）
14.5%

（全国16.4%）
17.5%

（全国17.7%）
18.7%

― ― ― 45%以上

＜実績＞
平成25年度は、特定保健指導の対象者約24万8千人に対し特定保健指導を終了した者は約4
万6千人で、実施率は18.7%となりました。目標とは開きがありますが、平成22年度と比較すると
大きく増加しています。
＜主な施策の実施状況＞
市町村及び医療保険者等を対象とした「特定健診・特定保健指導の指導者研修」の実施によ
り、保健指導の質の向上と実施率向上に取り組みました。
引き続き、医療保険者に対する研修会や情報提供を行っていきます。

（全国1.5%）
0.2%

（全国0.19%）
-0.9%

（全国1.34%）
0.9%

（全国3.47%）
1.6%

― ― ― 25%以上

＜実績＞
特定健康診査が開始された平成20年度から平成25年度までの本県のメタボリックシンドローム
該当者及び予備群減少率は1.6%となりました。目標とは開きがありますが、減少率は増加して
います。
＜主な施策の実施状況＞
「健康長寿あいちポータルサイト」を通じ、生活習慣病対策の重要性を発信するとともに、県内
の健康づくりイベントの情報等を随時提供しました。また、「特定健診データ分析評価事業」に
おいて、各保険者の健康課題及び地域格差を明確にできるよう、データ分析の結果を保険者
へ還元しました。
引き続き、関係団体等と連携して健康づくり施策に取り組んでいきます。

― ― 男性：28.4%
女性：06.5%

― ― ― ―
男性:20%以下
女性:05%以下

＜実績＞
本県の喫煙率は、平成24年度では男性28.4%、女性6.5%となりました。男女とも全国平均を下
回っていますが、男性はまだ目標と開きがあります。
＜主な施策の実施状況＞
喫煙の健康影響に関する啓発資材等を作成して普及啓発を行うとともに、禁煙支援や防煙教
育を目的とした指導者養成講習会や受動喫煙防止対策としての研修会等を開催しました。
引き続き、県民への啓発活動や指導者への研修会を行っていきます。

平成24年度の本県の喫煙率は、「愛知県
生活習慣関連調査」で把握している数値で
あり、次回調査は平成28年度に行う予定
です。
全国の喫煙率は、「国民・健康栄養調査」
の数値です。

（全国30.7日）
26.1日

（全国30.4日）
25.5日

（全国29.7日）
25.1日

（全国29.2日）
24.7日

（全国28.6日）
24.2日

― ― 24.6日
＜実績＞
本県の平均在院日数は、平成26年は24.2日であり、平成29年の目標を達成しています。

平均在院日数の出典は、「病院報告（厚生
労働省）」のため、暦年の数値となります。

（全国22.4%）
21.3%

（全国23.4%）
22.5%

（全国28.7%）
27.8% 新指標：50.2%

旧指標：32.2%

（備考参照）

新指標：57.8%
旧指標：37.5%

― ― 上昇

＜実績＞
本県の後発医薬品の使用割合は、平成26年度は新指標で57.8%、旧指標で37.5%となっており、
毎年着実に上昇しています。
＜主な施策の実施状況＞
後発医薬品に関するリーフレットを関係機関等に配布するとともに、県民向けの薬事講習会に
おいて後発医薬品の普及啓発を行いました。また、国民健康保険の保険者及び愛知県後期高
齢者医療広域連合に対する、被保険者への後発医薬品希望カードの配付や差額通知の実施
に関する指導・助言を行いました。
引き続き、関係団体との連携を深め、医療関係者及び県民への啓発に努め使用促進を図って
いきます。

平成25年4月5日に厚生労働省が策定した
「後発医薬品のさらなる使用促進のための
ロードマップ」で、新指標が設定されまし
た。
新指標とは後発医薬品のある先発医薬品
及び後発医薬品を分母とした後発医薬品
の数量シェアを表しており、旧指標とは全
医療用医薬品を分母とした後発医薬品の
数量シェアを表しています。

―
2兆237億円

（実績）
2兆665億円
（実績(推計)）

2兆1,163億円
（実績(推計)）

― ― ―

適正化前
2兆5,950億円
適正化後

2兆5,384億円

＜実績＞
平成25年度の本県の医療費は2兆1,163億円とされており、第2期医療費適正化計画策定時の
平成25年度の計画推計値を下回り、医療費の伸びの適正化が図られています。

平成23年度の医療費は都道府県別国民
医療費を記載し、平成24年度及び平成25
年度の医療費については厚生労働省にお
いて推計で算出した医療費を記載していま
す。

※高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正（平成27年5月29日公布）により、都道府県は年度ごとに医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとされた。 1

医療機能の強化・
連携等を通じた平
均在院日数の短
縮（日）

後発医薬品の使
用割合（数量ベー
ス）

医療費（億円）

たばこ対策
（成人喫煙率）
（％）

第２期愛知県医療費適正化計画の進捗状況
第１期医療費適正化計画期間 第２期医療費適正化計画期間

見解 備考

特定健康診査の
実施率（％）

特定保健指導の
実施率（％）

メタボリックシンド
ロームの該当者及
び予備群の減少
率（平成20年度
比）（％）

住民の健康の保持の推進

医療の効率的な提供の推進

医療に要する費用の見通し

（全国 男性：34.1%
女性：9.0%）

（全国新指標：51.2%
旧指標：33.2%）

（全国新指標：58.4%
旧指標：38.2%）
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医療費適正化基本方針の見直しについて 

 
○ 第３期医療費適正化計画（平成３０～３５年度。第３期から計画期間は６年間）について、法律の附則において都道府県は平成２８

年４月１日以降、速やかに定めるものと規定され（前倒しで策定）、国はそれが可能となるよう、平成２８年３月末に医療費適正化基本

方針を見直し、告示する予定。 
 
＜基本方針見直しのポイント＞ 

項目 現行 見直し案 
計画における行動目標 ①住民の健康の保持の推進に関する目標 

・特定健診・保健指導の実施率 
・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

・たばこ対策 

①住民の健康の保持の推進に関する目標 
・特定健診・保健指導の実施率 
・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 
・たばこ対策 
・重症化予防の推進等 

②医療の効率的な提供の推進に関する目標 
・平均在院日数の短縮 
・後発医薬品の使用促進 

②医療の効率的な提供の推進に関する目標 
・後発医薬品の使用促進 
・医薬品の適正使用の推進 

医療に要する費用の目標

（見通し） 
・平均在院日数の短縮 
・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率

・地域医療構想と整合的な入院医療費（※） 

・一人当たり医療費の地域差等を踏まえた外来医療費

（※） 

※具体的な算定方法は平成２８年夏に示される予定。 


